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第１回岩見沢市子ども・子育て会議議事録 

 

日時 ８月２７日（金）１８：００～１９：１０ 

場所 であえーる岩見沢 4階 会議室 1 

 

１ 開 会 

 

２ 議事 

報告事項 

（１） 専門部会の報告について 

「令和４年度子どもの安全と安心に関する専門部会」 

「令和４年度ヤングケアラーに関する専門部会」 

協議事項 

（１）第２期岩見沢市子ども・子育てプラン 

① 令和３年度の対象事業の評価について 

② 中間年におけるプランの見直しについて 

 （２）令和４年度の主な事業について 

    ① えみふるふぁいるの普及について                             

    ② 地域子ども体験活動補助金について              

    ③ 保育所等の施設利用状況について                             

    ④ 病児・病後児保育事業の現状について             

    ⑤ へき地保育所の利用状況について               

    ⑥ 保育所等の耐震改修について 

 

３ その他 

・療育講演会の開催について（９月１６日） 

・第２回会議の日程調整について 

 

４ 閉 会 

 

事務局 １ 開会（１８:００） 

 委嘱状交付 

会長 ２ 議事 

ここからの議事進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いし

ます。 

それではまず、報告事項（１）令和４年度子どもの安全と安心に関する専門

部会について事務局から説明をお願いします。 

事務局 この専門部会につきましては、第２期岩見沢市子ども・子育てプランに盛

り込んだ、子どもの機会格差の解消を目的にした「子どもの体験活動補助金」
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を交付する団体活動の選定に当たることを目的としています。 

今年度、４月から５月にかけて２回開催いたしました。 

第１回目は、４月 11日、令和３年度の活動実績の報告、令和３年度の成果

と課題を踏まえた令和４度の募集要項、さらに審査実施要領案の 3 点につい

て、ご協議いただきました。 

これら３点に対して、委員の皆様方からいただいたご意見を反映し、新た

に補助金交付が終了した後の事業継続計画書の提出を求めることといたしま

した。こちらの事業継続計画書においては、資金確保や地域とのつながりを

深めるための取り組みについて記載していただいております。 

第２回目は、応募があった活動の提案を選定するために、５月３０日に開

催いたしております。 

選定結果は、資料に記載のとおり、応募があった７件総てを採択していま

す。 

予算額の範囲での交付ということで、事業計画に基づき、補助金額に傾斜

を設けて交付することに決定しております。 

なお、活動に当たっての留意点として、昨年度と同様に、子どもの負担にな

らない参加費、継続的な活動につながる助成金等を確保する努力、ＳＮＳだ

けではなく子どもに直接情報が届くようチラシなどの活用、安全な活動のた

めの責任者確保、新型コロナウイルスに感染した場合の対処策などを盛り込

んでいます。 

７件の活動内容については、資料１下段の一覧表に整理しています。また、

活動状況については、このあと、協議事項の中でご説明させていただければ

と思います。 

子どもの安全と安心に関する専門部会についての報告は以上です。 

会長  只今の説明につきまして、ご質問はありますでしょうか。 

これは毎年自発的に子どものために地域活動をやっているところにサポート

しましょうということで補助金を交付し、勢いをつけていただいて持続的に

続けていただきましょうというものです。 

  特にご意見が無いようなので、次に、協議事項に移ります。 

 ②の「令和 4 年度ヤングケアラーに関する専門部会」について、事務局か

ら説明をお願いします。 

事務局 

 

 

 

 

 

６月８日に第 1 回を開催しましたヤングケアラーに関する専門部会につい

てですが、ヤングケアラー支援策等を協議するため、今年度より新たに設置

した専門部会となります。子ども・子育て会議の委員に加え、ヤングケアラー

に関する学識経験者を特別委員、市内教育及び福祉の関係者を助言者として

選出し、９名による構成となっております。第２回目については、１０月を予

定しています。 
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第１回での専門部会の内容について、概要を説明いたします。 

市の支援策等としてということで、まずは相談体制についてです。左の図

にあるように、現時点においては、ヤングケアラーの場合ということで何か

別の相談体制がある訳ではありませんので、虐待通報等と同じ体制で相談・

支援を繋げていくということになっております。 

次に資料の右側をご覧ください。 

ヤングケアラーの認知度を高める普及啓発についてですが、今後、国から

のポスターやリーフレットについて各学校等に配布し、まずは認知度を高め

ていくことを予定しております。 

また最後に支援策についてですが、今までもありました特別支援ヘルパー

制度を、今年度よりヤングケアラーのいる家庭を支援対象に追加し、利用時

間の拡大等、より支援対応をできるよう制度を変更しております。 

最後に委員の皆様から出た意見の一部をのせております。まだまだヤング

ケアラーの認知度が低いこともあり、当事者は気付きにくい。また現在の相

談体制では、相談を受けきれないといったご意見、１８歳で対象を区切って

しまうことが果たしてよいのかなど、様々なご意見等をいただきました。 

また、先日は、北海道からヤングケアラーサポートセンター事業の委託を

受けている江別ケアラーズを視察してまいりました。今後は、ヤングケアラ

ーコーディネーター事業を受託している光が丘学園にもお伺いしたいと考え

ておりますので、よろしくお願いします。 

第２回目につきましては、今回のご意見や北海道の取組みを踏まえたうえ

で市に何ができるのか具体的な支援策等について協議を予定しております。 

会長 ありがとうございました。只今の説明について、何かご質問はありますか。 

専門部会は、なかなか良い議論になったように記憶しています。 

ヤングケアラーと言うとヤングケアラーをしている子どもに焦点が当たる

かもしれないけども、家族支援が大事なんだという視点に立つことが皆さん

と共有できたことがちょっと大きかったかなと思いました。 

視察の結果については、どこかで共有させていただけるのでしょうか。 

事務局  専門部会の際に共有させていただこうと考えております。 

会長  この会議でも何か機会があれば、資料でもいただければと思います。 

事務局 わかりました。 

Ａ委員 委託料って１時間当たり３，８００円というのは、ここは自己負担という

ことですか。 

事務局 市から業者に支払う委託料です。利用者は無料です。これはあくまで、市の

予算の話です。 

会長 よろしいですか。他に意見がないようなので次の協議事項に移ります。 

（１）第２期岩見沢市子ども・子育てプラン、①令和３年度の対象事業の評
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価についてです。 

資料３に、対象事業がリストになっています。令和３年度においても、新型

コロナのため、一部計画通りの成果が得られないものもあったようですが、

この辺りも含めて事務局のほうから説明お願いいたします。 

事務局 資料３をご覧ください。 

第２期岩見沢市子ども・子育てプラン、令和３年度の対象事業評価につい

て説明させていただきます。 

Ａ４版の資料には、評価の概要を記載しており、Ａ３版の資料には第２期

プランに盛り込んだ保育所入所・環境整備事業から、特別支援教育振興事業

までの計１０４事業の各課の評価を掲載しております。 

評価については、ＡからＤの４段階で評価しております。 

『Ａ計画通りの成果』については全体の（７５件）７２％。 

『Ｂ一部成果を得られないもの』については全体の（２３件）２２％、 

『Ｃ計画どおりに事業遂行できなかった』については（５件）全体の５％、 

『Ｄ事業に着手できなかった』（１件）全体の１％という結果となりました。 

集計結果を踏まえまして、第２期プラン令和３年度の成果と課題につきま

しては、コロナ禍であっても、多くの事業では実施時期の変更、リモートの組

み込みなど工夫を凝らして実施することで、ほぼ計画どおりの成果を得るこ

とができました。計画どおりに成果を上げられなかったＢ～Ｄについては、

全体の２８％という結果になりました。 

 Ａ評価の計画どおりの成果をあげた事業の例として、放課後児童クラブの

早朝預かり「児童館地域見守り事業」では、２１カ所の児童館等で５１８人が

登録をし、コロナ禍においても、就労に合わせた保護者のニーズに対応し、事

業を進めることができました。 

Ｂ評価の一部成果が得られなかった多くの事業は、実施回数や利用者数が

低い状態であり、緊急事態宣言下で中止せざるを得なかった事業や、コロナ

禍に伴う利用者の行動抑制によるものと考えられます。一方で、健康づくり

推進課の「母親学級やペア学級等」、参加できなかった人へテキストや資料送

付などのフォローアップを実施している事業もありました。 

 Ｃ評価の事業を計画どおりに着手できなかった事業については、コロナ禍

に伴う行動抑制による利用者数の大幅な減少や高齢者施設等と子どもが直接

交流する事業の未実施などがあげられます。 

 最後に、Ｄ評価の着手できなかった事業については、「児童虐待防止の学習

会によるネットワークづくり」の１件となります。虐待防止に向けた、関係機

関との懇話会の企画、実施の予定でしたが、コロナ感染拡大防止の観点から

企画・実施が見送りとなりました。 

以上で概要の説明について、終了します。 
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会長 白黒の資料は、資料が膨大なので少し時間を取りたいと思いますが、何か

皆さんからご質問、お気づきになったこととかあればと思います。 

保育士の人材バンクについて少し残念ですね。もともと求人情報が少ない

ということですか。 

事務局 少ない状況になっておりますので、今後は広報やホームページ等で周知を

行っていきたいと考えております。 

会長 求人情報が１件しかなかった。それでは、やっぱり申し込む方も登録する

方もいらっしゃらないですよね。 

事務局 各保育所や幼稚園のほうにできる限り求人情報を出していただくようにお

願いしようと考えております。 

会長 求人が無かったということではなくて、情報を上げていただけなかったと

いうことですか。 

幼稚園や保育園が人材を求めていないから求人が上がらないのか、このシ

ステムを知らないのか。 

事務局 そういうことではないです。声掛けをしておりますので、知らないという

ことはないです。 

会長 そのあたりはどんなところに壁があるんですか。 

事務局 そこまでは把握しておりません。 

会長 折角良いものがあるのに利用していただけないのは何か訳があるのか。 

事務局 そこも含めて検討させていただきたいと思います。 

会長 他に何かありますか。あとの評価が低いのは、だいたい人と接触しなけれ

ばならないとか、赤ちゃんとか高齢者とかそういうところですかね。 

事務局 子ども子育て支援は、基本対面になるので他の分野の事業よりも影響を受

けやすいです。 

会長 高齢者、乳幼児といえば本当は手が必要なので、ジレンマですね。 

事務局 コロナ禍は対面を避けるということで、家庭も孤立化しやすいですから、

できる限り相談窓口や事業の継続を重視していきたいと思います。 

もちろん感染状況を見ながら、こちらからアウトリーチ支援をしていくと

いうスタンスで臨んでいきたいと思います。 

会長 他に無いようですので、次に移りたいと思います。協議事項（１）②「中間

年におけるプランの見直しについて」、事務局のほうから説明をお願いしま

す。 

事務局 資料４を御覧ください。 

「第２期岩見沢市子ども・子育てプラン」は、計画期間が令和２年度から

令和６年度までの５か年となっており、今年度は計画の中間年にあたります。 

国では、計画の中間年において令和３年度の実績をもとに、計画との乖離

がないかを確認し、計画の見直しを検討するよう自治体に求めております。 
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見直しのルールとしましては、計画における「量の見込み」と「実績値」を

比較し、１０％以上乖離している場合、原則として見直しが必要としており

ます。ただし、見直しの要否につきましては、各市町村の事情を踏まえて検

討することとされています。 

次に「岩見沢市の見直し方針」についてご説明いたします。 

「第２期岩見沢市子ども・子育てプラン」における見直し方針は、第１期

プランの中間年の見直しの際と同じとし、①として、量の見込み及び確保策

に＋１０％以上の差がある場合、見直しを行う。 

②として、量の見込みに変更はないが、実施か所数に変更が生じた場合、

見直しを行う。 

③として、量の見込みと実績値の差が１０％以上の差がある場合、確保策

がニーズ量を上回っているものについては、特段の支障がないため、見直し

を行わない。の以上３点を見直しの方針としております。 

 それでは、事業ごとの状況につきまして、１つずつ確認していきたいと思

います。 

 まず、０～１７歳人口の推移結果です。プランの冊子では、２６ページ上

段の表にあたります。 

 計画時の令和３年度人口は、９，９２９人です、これに対し、実績値は９，

８２０人となり、－１．１％の乖離となっておりますが、乖離率が１０％未

満のため、見直しの対象となりません。 

 次に就学前児童数（０～５歳）の推移結果です。プランの冊子では、２６

ページ下段の表にあたります。 

 こちらにつきましても、計画時の令和３年度人数は２，６５３人、これに

対し、実績値は２，５７０人となり、－３．１％の乖離のため、見直しの対象

となりません。 

 次に小学生児童数（６～１１歳）の推移結果です。プランの冊子では、２

７ページの表にあたります。 

 こちらにつきましても、計画時の令和３年度人数は３，４３８人となって

おり、これに対する実績値は３，４２２人となり、－０．５％の乖離のため、

見直しの対象となりません。 

次に、幼児期の学校教育・保育の量の見込みです。こちらに対応する確保

の内容は次の項目の教育・保育の提供体制の確保内容及びその実施時期にご

ざいますので、一緒に説明します。プランの冊子では、２８ページと２９ペ

ージの表にあたります。 

まず、ここで言う１号認定とは幼稚園を利用している３歳以上の子、２号

認定とは保育園を利用している３歳以上の子、３号認定とは保育園を利用し

ている３歳未満の子を指しています。 

令和３年度における量の見込みと実績値は、１号認定が７７１人に対し７
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２４人、２号認定が６０７人に対し７９６人、３号認定のうち０歳１３７人

に対し１０２人、１・２歳３６３人に対し３１７人となっており、それぞれ

の乖離率は、－６．１％、＋３１．１％、－２５．５％、－１２．７％となっ

ており、１号認定以外は、見直し対象となります。 

この場合、令和４年度以降の計画の見直しとなりますが、令和４年度の新

たな量の見込みは、１号認定が６７０人、２号認定が７３６人の合計１，４

０６人に対し、確保の内容は１号認定が８０７人、２号認定が６０３人とな

り、２号認定そのものでは確保量に不足が生じる状況ですが、１号・２号を

合計した人数では１，４１０人となり、不足は生じません。 

このため、見直し方針の③に該当するものとして見直しは行いません。 

次に地域子育て支援拠点事業です。プランの冊子では、３２ぺージの表に

あたります。 

令和３年度における量の見込み１９，６５３人に対し、実績値は１０，１

５０人となっております。新型コロナウイルス感染の影響により、大きく相

談延べ人数が減少しておりますが、確保策がニーズ量を上回っていることか

ら、見直し方針の③に該当するため、見直しは行いません。 

次に妊婦に対して健康診査を実施する事業（妊婦健診）です。プランの冊

子では、３３ページの表にあたります。 

令和３年度における受診票交付件数については、量の見込みが４１３件に

対して、実績値が３１７件となり、－２３．３％の乖離。健診回数について

は、量の見込みが４，４３２件に対して、実績値が３，６７７件となり、－１

７．０％の乖離となっております。 

１０％以上の乖離が生じていますが、こちらにつきましても確保量がニー

ズ量を満たしていることから、見直し方針の③に該当するため、見直しは行

いません。 

次に乳児全戸訪問事業です。プランの冊子では、３４ページの表にあたり

ます。 

令和３年度における訪問件数については、量の見込みが２３０件に対して、

実績値が２１５件となり、－６．５％の乖離のため、見直しの対象となりま

せん。 

次に養育支援訪問事業、子どもを守る地域ネットワーク事業です。プラン

の冊子では、３５ページの表にあたります。 

令和３年度における訪問件数については、量の見込みが８０３件に対して、

実績値が１１２件となり、－８６．１％の乖離のため、１０％以上の乖離が

生じていますが、確保量がニーズ量を満たしていることから、見直し方針の

③に該当するため、見直しは行いません。 

次に子育て短期支援事業（ショートステイ）です。プランの冊子では、３

６ページの表にあたります。 
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令和３年度における延べ利用日数については、量の見込みが２９８日に対

して、実績値が１３６日となり、－５４．４％の乖離のため、１０％以上の

乖離が生じていますが、確保量がニーズ量を満たしていることから、見直し

方針の③に該当するため、見直しは行いません。 

次に子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）で

す。プランの冊子では、３７ページの表にあたります。 

令和３年度における利用想定人数は、量の見込みが４７６人に対して、実

績値が４５４人となり、－４．６％の乖離のため、見直しの対象となりませ

ん。 

次に子育て一時預かり事業です。プランの冊子では、３８ページの表にあ

たります。 

令和３年度における利用想定人数は、量の見込みが３９，６７６人に対し

て、実績値が３９，３９３人となり、－０．７％の乖離のため、見直しの対象

となりません。 

次に延長保育事業です。プランの冊子では、３９ページの表にあたります。 

令和３年度における延べ利用人数については、量の見込みが３１０人に対

して、実績値が４７９人となり、＋５４．４％の乖離のため、１０％以上の

乖離が生じていますが、確保量は当初計画時より６００人を用意しており、

ニーズ量を上回っていることから、特段の支障がないため、見直し方針の③

に該当するものとし、見直しは行いません。 

次に病児保育事業（病児・病後児保育事業）です。プランの冊子では、４０

ページの表にあたります。 

令和３年度における利用想定人数については、量の見込みが７１０人に対

して、実績値が１３５人となり、－８１．０％の乖離のため、１０％以上の

乖離が生じていますが、確保量がニーズ量を上回っていることから、見直し

方針の③に該当するため、見直しは行いません。 

次に放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）です。プランの冊子で

は、４１ページの表にあたります。 

令和３年度における低学年の利用者数については、量の見込みが７１１人

に対して、実績値が６８５人となり、－３．７％の乖離、高学年の利用者数

については、量の見込みが４６３人に対して、実績値が２７０人となり、－

４１．７％の乖離、１０％以上の乖離が生じていますが、確保量がニーズ量

を上回っていることから、見直し方針の③に該当するため、見直しは行いま

せん。 

 以上、中間年におけるプランの見直しについての説明を終わりますが、全

体的に、新型コロナウイルスの影響により、外出自粛や利用控えなどにより、

実績値は減少傾向となりました。この感染症の影響を考慮する必要があり、

慎重な判断が求められることから、大きく利用が減少した事業についても確



9 

保量を維持したいと考えております。 

会長 ありがとうございます。 

「中間年におけるプランの見直しについて」、ご質問はありますでしょう

か。 

 １０％以上の乖離がある場合は、自治体の判断においてプランの見直し

を行うということですが、これに当てはまるものは無くて、概ね見直しの必

要がない１０％以内の乖離か、１０％以上乖離していてもニーズ量を満たす

だけの確保がされているので、変更をおこなわないというものの二つでカバ

ーできるということですね。 

Ｂ委員 幼児期の学校教育・保育の量の見込みについてなんですが、幼稚園から認

定こども園に移行して１号・２号・３号と確保の内容においてニーズ量を満

たしているとなった場合に認可にどう影響するのでしょうか。 

事務局 認定こども園の移行については、市の教育部内で検討した後、子ども子育

て会議に諮って委員の皆様の意見を聞いて正式に決定する。 

Ｂ委員 ニーズ量とは関係あるのか。 

事務局 そことは連動してきます。 

Ｂ委員 子どもが減っていくのは明らかで、今後増えていく見込みがない中、幼稚

園の場合は 1 号だけなので、園児がどんどん減っていく。そうなると１号・

２号・３号と確保するために認定こども園に移行したいという園も出てくる。

そういった場合にニーズを満たしているので認可できないといったことにな

ると大変困る。 

量も大事だとは思いますが、質も大事だと思います。 

事務局 具体的な話が出てこないと即答は難しいですし、全体的な調整になってく

ると思いますので、各園から具体的なお話があったときに改めて検討したい

と思います。 

会長 いままで、移行をめぐってここで議論になることは、無かったですよね。 

今までは、そういう議論が無かったということなのか。 

今、そういう話が出てきているということですか。 

Ｂ委員 そうですね。なかなか認めてもらえないというのがあります。 

会長 またそう言うテーマでここで議論ができたらいいなとは思うんですけど

も、先ほどおっしゃっていたように量だけじゃない観点というのも当然ある

んでしょうけども、時代の流れは、認定こども園の方に移行ってのは全国的

な動きで、僕らも勉強不足のところはあると思いますが、ご意見いただけれ

ばと思います。 

よろしいですか。 

それでは他にご意見無いようなので、次の議題に行きたいと思います。 

次は、協議事項（２）令和４年度の主な事業について、最初に、①えみふる



10 

ふぁいるの普及について、事務局のほうから説明をお願いします。 

事務局 資料５をご覧ください。 

えみふるふぁいるは、子どもが生まれてから高校を卒業するまでの各ライ

フステージにおいて、成長や健康、発達などを記録することができる成長記

録ファイルとなります。 

令和４年度に実施している取組状況について説明いたします。 

①えみふるふぁいるの普及についてですが、活用状況を把握するため、３

歳児健診にて保護者に事前アンケートに記入いただき、令和４年３月から令

和４年７月にかけて保護者１４６名から調査票を回収いたしました。結果に

ついてはグラフのとおりですが、６６％にあたる９６人が持っていると回答

する一方で、３４％にあたる５０人がファイルをどこにやったかわからない

との回答となっています。９６人のうち、７１人が未使用で、２５人の方が記

録や保管という形でご使用いただいておりますが、使用率は１７％となって

います。活用の場面やメリットを適切に伝える普及啓発が課題となっており

ます。 

３歳児健診についても、アンケートの回収時に活用例を記載したシートを

配布し、ファイルの使用方法について、再度個別に周知を図っています。 

続いて（２）の使い続けてもらうための取組についてです。 

①ですが、従来から てあての記録シートや学びの記録シートなど、必要

に応じて市ホームページからダウンロードできることとしておりましたが、

それらに加え、成長曲線や相談記録シート、検査記録シートを作成し、任意で

活用できることとしております。相談記録シートや検査記録シートは、保健

センターの健診受診時の面談や子育て総合支援センターの心理検査の場面な

どで、保護者に記録を促し、ふぁいるを活用する場面を設けています。 

②ですが「保育園、幼稚園、通所支援施設を通した保護者への活用促進」に

ついてです。 

保育園や幼稚園等に対し、相談をうけた支援者がふぁいるを持っているか

の声掛けや、持ってくるよう促したり、市内保育園等の機関をとおして周知

を依頼するほか、保護者への活用促進のため、説明会にて活用例の提示や、意

見交換会を実施しています。  

幼稚園については、既に７月に実施しておりますが、保育園については１

０月に予定しております。 

活用例としては、入園当初に成長曲線や教員紹介名簿等をファイルに綴っ

てもらうよう紹介しています。 

現在、個人懇談シートを作成予定としており、オプショナルシートについ

ても、随時新しいシートの作成、周知を行っていきます。 

また、昨年度の事業所部会で、通所支援施設に対し、個別支援計画書を保護

者に説明する際にファイルに綴ってもらうよう説明しており、今年度の事業
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所部会でも周知を図っていきたいと思います。 

最後に③の就学時前健診でのえみふるふぁいるの活用に向けてですが、来

年度以降の就学時前健診でのえみふるふぁいるの活用に向けて、今年度の秋

ごろ実施予定の就学時前健診の視察と検討を予定しております。 

えみふるふぁいるの取組は、スタートしてから３年を迎えようとしていま

す。最初の配付対象児には、３歳児健診で再度、持参いただき声掛け、子育て

の労いの言葉をかける機会としましたが、より一層普及させるには、使うき

っかけとなる機会を多く持ち、根気強く声掛けしていく必要があると考えて

います。また、合わせて支援者に対する実践例を周知していく取組について

も、継続的に行っていく必要があると考えております。 

会長  はい、ありがとうございます。 

えみふるファイルの普及についてですが、何かご質問ありますか。 

何とかこれ、小学校、中学校に進むとか、学校で使っていただけるような取

り組みを長い目で見ていかないとならないなと思います。今はまだ保育所と

かそのへんのところをですけど、学齢期になってきた子どもたちにどう伝え

てってもらえるかということになると思います。 

無いようですので、次に②地域子ども体験活動補助金について、事務局か

ら説明してください。 

事務局 次に、子どもの体験活動補助金について、ご説明します。 

資料１に戻り、下段の表をご覧ください。 

今年度選定された７つの団体の活動について、活動目的と内容、実施状況

について、まとめています。 

左側からご説明いたします。 

７ついずれの団体も、事業に着手しており、感染症拡大の影響により時期

や回数に変更はございますが、当初提案いただいた内容の活動を進める予定

となっています。 

なお、懸案だった地域のかたよりについては、④子どものためのヨガ教室

や⑦訪問型フリースクールイベント事業において様々な地域の児童館にて活

動いただいており、地域のかたよりについては解消されつつあるところです。 

自主財源の確保については、昨年度に引き続き、①こども食堂「げんき」は

地域の企業より協賛品をいただいて活動していると聞いておりまして、本年

度新たに⑤マロンドリームレクリエーション事業についても協賛金を確保し

ているところです。 

また、②もぐもぐキッチン・③なんかする会？ については、高校生ボラン

ティアや地域の保護者等の協力を得て活動できており、事業継続に向けて各

団体では様々な取り組みをいただいているところです。 

各団体とも、新型コロナの感染防止策を講じながらの活動であり、団体に
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よって差異が見られますが、これまでの活動をご覧になって、今後の方向性

や留意点など、委員の皆様からご意見いたければ、事務局から各団体に連絡

していきたいと考えています。 

以上、令和４年度地域子ども体験活動補助金の現時点での活動状況の説明

でした。 

会長 ありがとうございます。 

地域子ども体験活動補助金について、何かご質問ありますか。 

子ども食堂は、結構多く助成を受けに来ていましたけど、それも少し変わっ

てきて、ヨガの人たちも出てきている。 

その前の年度ぐらいまでは、北海道教育大学岩見沢校からも学生たちからあ

ったんですが、今年は無かった。 

事務局 教育大学の学生団体は、今年度、ろうきんから寄付金をいただいて事業する

と聞いております。 

会長 そうですか。じゃあ、早くも自立に向かっていますね。うれしいですね。 

他に質問はよろしいですか。 

それでは、無いようですので次に行きたいと思います。 

③保育所等の施設利用状況について事務局から説明をお願いします。 

事務局  保育所等の施設利用状況についてご説明いたします。 

この資料では、令和２年度から令和４年度までの、各年齢区分における未

就学児童総数、教育施設・保育施設の利用者数、児童総数における利用割合を

集計した結果を表にまとめています。 

それでは、表の詳細についてご説明いたします。 

児童の年齢を０歳、１・２歳、３歳、４・５歳の４つの区分に分け、それぞ

れの年度における市内全体の児童数、その内訳として教育利用者、保育利用

者、いずれにも属さない未利用者に分類しています。 

各集計の基準日は、毎年４月１日時点としております。 

教育利用者は幼稚園・認定こども園の幼稚園部分の利用者、保育利用者は、

認可保育所、認定こども園の保育所部分、小規模保育事業、が含まれます。 

なお、認可外保育所につきましては、この表では未利用者に含まれており

ます。 

０歳児の区分をご覧ください。 

０歳児においては、令和２年度と令和４年度を比較すると児童数は、３７

０人から３１０人と６０人減少しております。 

利用状況の内訳は保育利用者の割合が２３．５％から２５．２％に増加し

ており、人口減少とは逆に保育ニーズが微増しております。 

次に１・２歳児ですが、１・２歳児も０歳児と同様に市内の児童数が減る

中、保育利用者の割合が増加しております。 
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３歳児においても市内の児童数が減る中、教育利用者の割合が４２．４％

から４０．５％に減少しておりますが、０～２歳児と同じように保育利用者

の割合は４８．８％から５４．７％に増加しており、４・５歳児も同様の傾向

となっております。 

最後に全体の傾向です。表の下段、合計の欄をご覧ください。 

未就学児童総数は、令和２年度に２，６９７人いたのに対し、令和４年度で

は２，３９５人と、３０２人減少しています。 

内訳は、教育利用者の割合が１．０％減、保育利用者の割合は３．６％増、

未利用者の割合は５．７％減となっております。 

現状としましては、児童数は減少傾向にあるものの、教育利用については

全体の構成比率に大きな変動はなく、保育利用については、構成比率が毎年

上昇しており、教育・保育に対する需要、特に保育に対するニーズは依然高い

状況が続いていることが伺えます。ただし、児童数は毎年減少しております

ので、今後は、定員と入所のバランスも含め、動向を注視し、就学前の教育・

保育に関する利用相談については、状況に応じきめ細かく対応していきたい

と考えております。 

会長 ありがとうございます。 

保育所等の施設利用状況についていかがでしたでしょうか。質問等ありま

すか。 

減少数は、すごい勢いですね。３年間で６０人ぐらい減っており、深刻だな

と思います。 

よろしいですか。無いようですので、次に行きたいと思います。 

④病児・病後児保育事業の現状について、事務局から説明してください。 

事務局 資料６をご覧ください。 

本事業は、急な病気にかかった児童を専用スペースにて一時的に保育を行

い、保護者の子育てと就労の両立を支援することを目的として実施しており

ます。 

令和３年度までは、病気の児童を預かる病児保育施設が１施設、病気から

回復途中の児童を預かる病後児保育施設が１施設の合計２施設で事業を実施

しておりましたが、病後児保育施設については利用が少なく、ファミリー・サ

ポート・センター事業でも病児を預かれるようにしたことで、今年の３月３

１日をもちまして病後児保育施設を廃止したところであります。 

今年の４月からは、ファミリー・サポート・センター事業に新たに「病児・

病後児」の預かり事業を委託することで、病後児はご自宅で預かることがで

き、病児はご自宅または病児保育施設の２つ場所から保護者が預かり先を選

択することができるという事業のブラッシュアップを行いました。 

また、病児保育施設を利用する際も、ファミリー・サポート・センター事業
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を利用する際もどちらも事前登録が必要となりますが、どちらか一方の登録

手続きにこられた保護者の方に対し、もう一方の事業の説明と事前登録手続

きを促し、さらには従来、病児保育施設の登録手続きは市役所、ファミリー・

サポート・センター事業の登録手続きはであえーるでしかできませんでした

が、どちらか片方の窓口で両方の手続きができる、いわゆるワンストップサ

ービスを導入することで保護者の負担も軽減し、保護者の利便性の向上と併

せて、２つの事業の相乗効果を図っております。 

その実績といたしましては、病児保育施設の登録児童が昨年度１年間で１

２１人だったのに対し、今年度は４月～７月までで６１名と、４ヶ月で昨年

度の半数に達しております。 

また、ファミリー・サポート・センター事業につきましては、昨年度の依頼

会員登録者数２０１人に対し、今年度は４月～７月までで２２４名と、４ヶ

月間ですでに昨年度を超えているところです。 

今年度はまだ病児の利用はありませんが、先ほどの２２４名のうち、約４

分の１の５３人が病児の依頼会員として事前登録いただいております。 

今後につきましても、引き続き保護者に対して事業周知を行ってまいりた

いと考えております。 

会長  はい、ありがとうございます。病児・病後児保育事業の現状について、ご質

問はありますでしょうか。 

Ｃ委員  コロナがあるから大変な中、こうすれば絶対安全ってやり方がないんだけ

れども、最終的には個々の協力会員さんの考え方でやっていくしかないが、

頑張ってくださっているので非常に頼もしいと思ってます。 

会長 何かあったときに、ちゃんと守ってあげないとね。 

Ｃ委員 そうですね。 

今のところ市内の小児科の全体としてお医者さん同士の仲も良いので、そ

んなに大きく揉めるということがないのは、有り難いと思っています。 

会長 ありがとうございます。ほかに無いようなので次に行きたいと思います。 

⑤へき地保育所の利用状況について、事務局からお願いします。 

事務局 資料６の右上、⑤へき地保育所の利用状況についてと記載された資料をご

覧ください。 

市では、へき地地域における保育を要する児童に対し、必要な保育を行う

為、認可外保育所の１種である、へき地保育所を北村地区に２か所、定員１０

０人の中央保育所、定員５０人の幌達布保育所、栗沢地区に１か所、定員３０

人の美流渡保育所なかよし園を設置しております。 

いずれの保育所も毎年児童数が減少しており、幌達布保育所においては、

昨年続き今年度も利用児童がいないため、休園となっております。 

へき地保育所ついては、２年間入所児童が６人以下になった場合、閉園を
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検討することとしており、２年連続して利用者がいないことから、地元と協

議を進めているところです。 

また美流渡保育所も、令和３年度は８人の児童がおりましたが、うち卒園

２名、転出３名、幼稚園入園が２名で７人の減、転入で２名の増となり、令和

４年４月当初３人の児童となりました。今後の状況にもよりますが、６人以

下が続くと地元との協議が必要となります。へき地保育所の運営につきまし

ては、今後も児童の利用状況の推移に注視しながら、適切な施設配置を検討

してまいります。 

会長 はい、ありがとうございます。 

へき地保育所の利用状況について、何かご質問ありますでしょうか。 

このとおり、子どもを預かる場所っていうのが、厳しい状況にあるという

ことですかね。 

特にないようですので、次に行きたいと思います。 

次に⑥保育所等の耐震改修について、事務局からご説明をお願いします。 

事務局 資料６の⑥保育所の等の耐震改修についてご説明いたします。 

この事業は、社会福祉法人が行う園舎の整備、建て替えについて、国の補

助制度に基づきまして、建築費用の補助金を交付しております。 

令和２～３年度の２か年事業で「西保育園」が実施し、昨年１０月から開

園しております。 

今後の整備については、今のところ「みなみ保育園」と「中央保育園」で

予定されています。 

市内には１３の法人立保育園、認定こども園がありますが、平成８年以降

に建て替えを行っている園は、整備予定の「みなみ保育園」、「中央保育園」

を含めますと９園となります。残り、あかしや、さくらぎ、志文、みどりの

４園は建て替えをしておりませんが、現在のところ具体的な建て替えのお話

はありません。 

保育所の整備については、国の補助を基にして実施する保育所建築補助金

と、市が独自に実施している保育所建設償還補助制度の２つの補助制度があ

ります。 

今後も保育所建築補助金については、継続いたしますが、保育所建設償還

補助制度については、整備予定の２園に対する補助を持って廃止を予定して

おります。 

会長 はい、ありがとうございます。 

保育所の等の耐震改修について、ご質問ありますか。 

よろしいですか。 

ほかに無ければ、協議事項（２）令和４年度の主な事業については、以上で

終了します。 
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事務局  ３その他として、令和４年度岩見沢地区地域療育推進協議会が主催する「療

育講演会」のお知らせになります。 

 今年は、９月１６日（金）の夜、まなみーるを会場に、美瑛町教育委員会の

目良 久美（めら ひさみ）先生をお招きし、「“わたし”が“和足し”を育て

るまち」と題してお話しいただくことになっています。 

 新型コロナ感染の状況によっては中止も想定されますが、お時間のある方

は是非、ご参加くださいますようご案内いたします。 

（第２回会議の日程調整） 

事務局 （閉会 １９：１０） 

 


